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資料-26 住家等被害認定手順 

 
１．地震：木造・プレハブ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地震：非木造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．水害：木造・プレハブ 

 

 

 

 

 

 

 

＜被害認定フロー（地震による被害 木造・プレハブ）＞ 

全壊
（損害割合50%以上）

（１）外観による判定

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊
③一見して住家全部が流出又はずり落ち

④地盤の液状化等により基礎のいずれかの辺が全部破壊かつ基礎
直下の地盤が流出・陥没

⑤地盤面の亀裂が住家直下を縦断・横断

（２）傾斜による判定

外壁又は柱の傾斜が1/20以上

住家の損害割合

50％以上

40％以上50%未満

20％以上40%未満

20％未満

いずれにも該当しない

該当しない

（３）部位※による判定

基礎の損傷率が75％以上

該当しない

各部位の損傷程度等（及び傾斜）
から住家の損害割合を算定する。

全壊

大規模半壊

半壊

半壊に至らない

いずれかに該当

該当

該当該当

【第１次調査】

全壊
（損害割合50%以上）

（１）外観による判定

（２）傾斜による判定

外壁又は柱の傾斜が1/20以上

住家の損害割合

50％以上

40％以上50%未満

20％以上40%未満

20％未満

いずれにも該当しない

該当しない
（３）部位による判定

基礎又は柱（又は耐力壁）の損傷率が75％以上

該当しない

各部位の損傷程度等（及び傾斜）
から住家の損害割合を算定する。

全壊

大規模半壊

半壊

半壊に至らない

いずれかに該当

該当

該当該当

【第２次調査】
被災者から申請があった場合 ※第1次調査における判定の対象となる部

位は、屋根、壁（外壁）及び基礎とする。

【被災者から再調査の依頼があった場合の対応】
被災者から再調査の依頼があった場合

被災者の依頼の内容を精査した上で、必要に応じて再調査を実施

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊
③一見して住家全部が流出又はずり落ち

④地盤の液状化等により基礎のいずれかの辺が全部破壊かつ基礎
直下の地盤が流出・陥没

⑤地盤面の亀裂が住家直下を縦断・横断
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２．地震：非木造 

 

 

＜被害認定フロー（地震による被害 非木造）＞ 

全壊
（損害割合50%以上）

（１）外観による判定

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊

（２）傾斜による判定

①外壁又は柱の傾斜が1/30以上
②（基礎ぐいを用いる住家について、）外壁又は柱の傾斜が1/60以上
かつ最大沈下量又は最大露出量が30cm以上

住家の損害割合

50％以上

40％以上50%未満

20％以上40%未満

20％未満

いずれにも該当しない

いずれにも該当しない

（３）部位※による判定

柱又は梁の損傷率が75％以上

該当しない

各部位の損傷程度等（及び傾斜）
から住家の損害割合を算定する。

全壊

大規模半壊

半壊

半壊に至らない

いずれかに該当

いずれかに該当

該当該当

【第１次調査】

全壊
（損害割合50%以上）

（１）外観による判定

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊

（２）傾斜による判定

住家の損害割合

50％以上

40％以上50%未満

20％以上40%未満

20％未満

いずれにも該当しない

該当しない
（３）部位による判定

柱（又は耐力壁）又は梁の損傷率が75％以上

該当しない

各部位の損傷程度等（及び傾斜）
から住家の損害割合を算定する。

全壊

大規模半壊

半壊

半壊に至らない

いずれかに該当

いずれかに該当

該当該当

【第２次調査】

被災者から申請があった場合 ※第1次調査における判定の対象となる

部位は、柱（又は梁）並びに雑壁・仕上等
又は外壁及び設備等（外部階段を含む.）
とする。

【被災者から再調査の依頼があった場合の対応】
被災者から再調査の依頼があった場合

被災者の依頼の内容を精査した上で、必要に応じて再調査を実施

①外壁又は柱の傾斜が1/30以上
②（基礎ぐいを用いる住家について、）外壁又は柱の傾斜が1/60以上
かつ最大沈下量又は最大露出量が30cm以上
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３．水害：木造・プレハブ 
【第１次調査】 

戸建ての１～２階建てで、津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力が作用することに

よる一定の損傷※が発生している場合 

 

被災者の依頼の内容を精査した上で、必要に応じて再調査を実施 

※外観目視により把握可能な「外壁」及び「建具」（サッシ・ガラス・ドア）の損傷程度が 50～100％（程

度�～�で、浸水による損傷を除く）に該当する損傷をいう。 

＜被害認定フロー（水害による被害 木造・プレハブ）＞ 

全壊
（損害割合50%以上）

（１）外観による判定

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊
③一見して住家全部が流失
④基礎のいずれかの辺が全部破壊し基礎直下の地盤が流出・陥没

いずれにも該当しない（２）浸水深による判定

いずれかに該当

【第１次調査】

【被災者から再調査の依頼があった場合の対応】
被災者から再調査の依頼があった場合

被災者の依頼の内容を精査した上で、必要に応じて再調査を実施

全壊
（損害割合50%以上）

（１）外観による判定

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊
③一見して住家全部が流失
④基礎のいずれかの辺が全部破壊し基礎直下の地盤が流出・陥没

（２）傾斜による判定

外壁又は柱の傾斜が1/20以上

住家の損害割合

50％以上

40％以上50%未満

20％以上40%未満

20％未満

いずれにも該当しない

該当しない

（３）部位による判定

柱(又は耐力壁）又は基礎の損傷率が75％以上

該当しない

各部位の損傷程度等（及び傾斜）
から住家の損害割合を算定する。

全壊

大規模半壊

半壊

半壊に至らない

いずれかに該当

該当

該当該当
全壊

(損害割合50％以上)

被災者から申請があった場合【第２次調査】 （※）戸建ての１～２階建てでない場合や、
外力による損傷がない場合は、第２次調査
から開始する

50％以上

40％以上50%未満

20％以上40%未満

20％未満

全壊

大規模半壊

半壊

半壊に至らない

戸建ての１～２階建てで、津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突
等の外力が作用することによる一定以上の損傷※が発生している場合

住家流失又は床上1.8m以上の浸水

床上1m以上1.8m未満の浸水

床上1m未満の浸水

床下浸水

 
 

※ 外観目視により把握可能な「外壁」及び「建具」（サッシ・ガラス・ドア）の損傷程

度が 50～100％（程度Ⅲ～Ⅴで、浸水による損傷を除く）に該当する損傷をいう。 
 

 2-4 
 

3



 

54〔復－  〕 
 

資
料
編 

 

第
４
編 

災
害
復
旧
・
復
興 

【第１次調査】 

戸建ての１～２階建てで、津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力が

作用することによる一定の損傷※が発生していない場合 

 

被災者の依頼の内容を精査した上で、必要に応じて再調査を実施 

再調査では第２次調査（４）部位による判定を中心に実施する 

 
※外観目視により把握可能な「外壁」及び「建具」（サッシ・ガラス・ドア）の損傷程度が 50～100％（程

度Ⅲ～Ⅴで、浸水による損傷を除く）に該当する損傷をいう。 

 

（１）外観による判定

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊
③一見して住家全部が流失
④基礎のいずれかの辺が全部破壊し基礎直下の地盤が流出・陥没

いずれにも該当しない

（２）浸水深による判定

いずれかに該当

【第１次調査】

【被災者から再調査の依頼があった場合の対応】
被災者から再調査の依頼があった場合

被災者の依頼の内容を精査した上で、必要に応じて再調査を実施
再調査では第2次調査（4）部位による判定を中心に実施する

全壊
（損害割合50%以上）

（１）外観による判定

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊
③一見して住家全部が流失
④基礎のいずれかの辺が全部破壊し基礎直下の地盤が流出・陥没

（２）傾斜による判定

外壁又は柱の傾斜が1/20以上

住家の損害割合

50％以上

40％以上50%未満

20％以上40%未満

20％未満

いずれにも該当しない

（４）部位による判定

柱（又は耐力壁）又は基礎の損傷率が75％以上

該当しない

各部位の損傷程度等（及び傾斜）
から住家の損害割合を算定する。

全壊

大規模半壊

半壊

半壊に至らない

いずれかに該当

該当

該当該当
全壊

(損害割合50％以上)

戸建ての１～２階建てで、津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突
等の外力が作用することによる一定以上の損傷※が発生していない場合

（１）（２）いずれにも該当しない場合又は被災者から申請があった場合【第２次調査】

浸水深が床上30ｃｍまで達していない 20％未満 半壊に至らない
該当

（３）浸水深による判定

浸水深が床上まで達していない
該当該当

半壊に至らない

該当しない

該当しない

全壊
（損害割合50%以上）

 

 
※ 外観目視により把握可能な「外壁」及び「建具」（サッシ・ガラス・ドア）の損傷程

度が 50～100％（程度Ⅲ～Ⅴで、浸水による損傷を除く）に該当する損傷をいう。 
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【被災者から再調査の依頼があった場合の対応】
被災者から再調査の依頼があった場合

被災者の依頼の内容を精査した上で、必要に応じて再調査を実施

全壊
（損害割合50%以上）

（１）外観による判定

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊
③一見して住家全部が流失
④基礎のいずれかの辺が全部破壊し基礎直下の地盤が流出・陥没

（２）傾斜による判定

外壁又は柱の傾斜が1/20以上

住家の損害割合

50％以上

40％以上50%未満

20％以上40%未満

20％未満

いずれにも該当しない

該当しない

（３）部位による判定

柱（又は耐力壁）又は基礎の損傷率が75％以上

該当しない

各部位の損傷程度等（及び傾斜）
から住家の損害割合を算定する。

全壊

大規模半壊

半壊

半壊に至らない

いずれかに該当

該当

該当該当
全壊

(損害割合50％以上)

【調査】 戸建ての１～２階建てでない場合
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４．水害：非木造 

（出典：内閣府（防災担当） 災害に係る住家の被害認定基準運用指針） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜被害認定フロー（水害による被害 非木造）＞ 

全壊
（損害割合50%以上）

（１）外観による判定

①一見して住家全部が倒壊
②一見して住家の一部の階が全部倒壊

（２）傾斜による判定

外壁又は柱の傾斜が1/30以上

住家の損害割合

50％以上

40％以上50%未満

20％以上40%未満

20％未満

いずれにも該当しない

該当しない

（３）部位による判定

柱（又は耐力壁）又は梁の損傷率が75％以上

該当しない

各部位の損傷程度等（及び傾斜）
から住家の損害割合を算定する。

全壊

大規模半壊

半壊

半壊に至らない

いずれかに該当

該当

該当該当

【調査】

【被災者から再調査の依頼があった場合の対応】
被災者から再調査の依頼があった場合

被災者の依頼の内容を精査した上で、必要に応じて再調査を実施

該当しない

全壊
(損害割合50％以上)

（基礎ぐいを用いる住家について、）外壁又は柱の傾斜が1/60以上かつ
最大沈下量又は最大露出量が30ｃｍ以上

該当
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